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参考資料２－２

改正前後の教育基本法の主な比較

（※下線部・枠囲いは主な変更箇所）

改正後の教育基本法 改正前の教育基本法

（平成１８年法律第１２０号） （昭和２２年法律第２５号）

前文 （略） 前文 （略）

第一章 教育の目的及び理念

（教育の目的）

第一条 教育は、人格の完成を目 第一条（教育の目的） 教育は、

指し、平和で民主的な国家及び 人格の完成をめざし、平和的な

社会の形成者として必要な資質 国家及び社会の形成者として、

を備えた心身ともに健康な国民 真理と正義を愛し、個人の価値

の育成を期して行われなければ をたつとび、勤労と責任を重ん

ならない。 じ、自主的精神に充ちた心身と

もに健康な国民の育成を期して

行われなければならない。

（教育の目標）

第二条 教育は、その目的を実現 第二条（教育の方針） 教育の目

するため、学問の自由を尊重し 的は、あらゆる機会に、あらゆ

つつ、次に掲げる目標を達成す る場所において実現されなけれ

るよう行われるものとする。 ばならない。この目的を達成す

一 幅広い知識と教養を身に付 るためには、学問の自由を尊重

け 真理を求める態度を養い し、実際生活に即し、自発的精、 、

豊かな情操と道徳心を培うと 神を養い、自他の敬愛と協力に

ともに、健やかな身体を養う よつて、文化の創造と発展に貢

こと。 献するように努めなければなら

二 個人の価値を尊重して、そ ない。

の能力を伸ばし、創造性を培

い、自主及び自律の精神を養

うとともに、職業及び生活と

の関連を重視し、勤労を重ん

ずる態度を養うこと。
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三 正義と責任、男女の平等、

自他の敬愛と協力を重んずる

とともに、公共の精神に基づ

き、主体的に社会の形成に参

画し、その発展に寄与する態

度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切に

し、環境の保全に寄与する態

度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それ

らをはぐくんできた我が国と

郷土を愛するとともに、他国

を尊重し、国際社会の平和と

発展に寄与する態度を養うこ

と。

第二章 教育の実施に関する基本

（学校教育）

第六条 法律に定める学校は、公 第六条（学校教育） 法律に定め

の性質を有するものであって、 る学校は、公の性質をもつもの

国、地方公共団体及び法律に定 であつて、国又は地方公共団体

、 、める法人のみが、これを設置す の外 法律に定める法人のみが

ることができる。 これを設置することができる。

２ 前項の学校においては、教育 （新設）

の目標が達成されるよう、教育

を受ける者の心身の発達に応じ

て、体系的な教育が組織的に行

われなければならない。この場

、 、合において 教育を受ける者が

学校生活を営む上で必要な規律

を重んずるとともに、自ら進ん

で学習に取り組む意欲を高める

ことを重視して行われなければ

ならない。

「 教員）第九条」として独立 ２ 法律に定める学校の教員は、（

全体の奉仕者であつて、自己の

使命を自覚し、その職責の遂行
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に努めなければならない。この

ためには、教員の身分は、尊重

され、その待遇の適正が、期せ

られなければならない。

（幼児期の教育）
第十一条 幼児期の教育は、生涯 （新設）

にわたる人格形成の基礎を培う
重要なものであることにかんが
み、国及び地方公共団体は、幼
児の健やかな成長に資する良好
な環境の整備その他適当な方法
によって、その振興に努めなけ
ればならない。

（学校、家庭及び地域住民等の

相互の連携協力）

第十三条 学校、家庭及び地域住 （新設）

民その他の関係者は、教育にお

けるそれぞれの役割と責任を自

覚するとともに、相互の連携及

び協力に努めるものとする。


